
 

 

平成３０年１０月１０日 

 

 

 

全県一斉の特殊詐欺被害防止キャンペーンの実施について 
～秋田県警察と共同して県内 15か所でキャンペーンを実施～ 

 

 

 株式会社秋田銀行（頭取 新谷明弘）では、特殊詐欺による被害の未然防止に向けて、秋田県警察

と共同して全店一斉の特殊詐欺被害防止キャンペーンを下記のとおり実施いたします。 

県内外では依然として特殊詐欺が多発していることから、今後も大切なお客さまの預金保護のため

に、被害防止に努めてまいります。 

 

記 

１ キャンペーンの内容 

 (1) 日 時 

平成３０年１０月１５日（月）午前９時００分から午前９時３０分まで 

 

 (2) 実施場所 

県内１５か店のロビーなど。実施場所および警察署は次のとおりです。 

当行営業店名 警察署 当行営業店名 警察署 当行営業店名 警察署 

新屋支店 秋田中央署 能代南支店 能代署 角館支店 仙北署 

御所野ﾆｭｰﾀｳﾝ支店 秋田東署 大館支店 大館署 横手支店 横手署 

将軍野支店 秋田臨港署 鷹巣支店 北秋田署 湯沢支店 湯沢署 

男鹿支店 男鹿署 花輪支店 鹿角署 本荘東支店 由利本荘署 

天王支店 五城目署 大曲駅前支店 大仙署 金浦支店 にかほ署 

 (注) 上記１５か店以外の営業店の店頭においても、同様の注意喚起の呼びかけを行います。 

 

 (3) 共同実施の内容 

   当行、各警察署とも１～２名の要員を配置し、お客さま（特に高齢者）へ、ポケットティッシ

ュおよび別添の両面刷りチラシを配布し、特殊詐欺への注意喚起と万が一に備えキャッシュカー

ドの１日あたりの限度額の引下げを呼びかけます。 

 

２ 参考事項 

  当行では１０月３１日まで「特殊詐欺撲滅運動」として、お客さまへポケットティッシュおよび

チラシを配布し、特殊詐欺の被害防止の呼びかけを継続して行います。 

（以 上） 
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